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研究成果の概要（和文）：本課題において従来法令の防護眼鏡外のガラスバッジでの水晶体線量測定では新たな
水晶体線量限度（20mSv/年）を超える術者はなかったが、ハイボリュームセンターでは限度越え、管理区域への
立ち入り制限される術者が存在する可能性が危惧された。上記ガラスバッジの水晶体線量から、防護眼鏡の遮蔽
率を考慮した防護眼鏡下の水晶体線量は過小評価となる可能性が示唆された。防護眼鏡下水晶体線量を考慮する
ことで、管理区域立ち入り制限の術者が減ることは医療現場として望ましいが、水晶体線量の過小評価の観点か
らは術者の白内障が危惧される。以上より、最終的には、防護眼鏡下で水晶体専用線量計装着による線量測定が
必要と考えられた。

研究成果の概要（英文）：In this research, there was no IR (interventional radiology) operators who 
evaluated the lens dose with neck glass dosimeter outside protective lead glasses and exceed the new
 occupational lens dose limit (20 mSv/year, averaged over defined periods of 5 years). In high 
volume center of IR, however, there may be some IR operators who may exceed the new occupational 
lens dose limit. The lens dose inside lead glasses which was estimated with the shieling effect and 
the lens dose of neck dosimeter tended to be lower and underestimated, compared to the eye lens dose
 by using a novel direct eye dosimeter, the DOSIRIS(Hp(3)) under protective glasses.  This 
underestimated eye lens dose may cause the risk of radiation induced cataracts. Finally, To comply 
with new limit of eye dose and minimize the radiation-induced risk at the eye lenses, protective 
lead devices and correct evaluation of the eye dose using direct eye dosimeter  like DOSIRIS under 
protective lead glasses might be needed.

研究分野： 放射線医学　水晶体被ばく　IVR
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研究成果の学術的意義や社会的意義
 本課題の研究成果より従来法令の防護眼鏡外のガラスバッジでの水晶体線量測定ではハイボリュームセンター
で新たな水晶体線量限度(20mSv/年)を超えたが管理区域への立入り制限される術者が存在する可能性が危惧さ
れ、加えて上記ガラスバッジの水晶体線量から防護眼鏡の遮蔽率を考慮した防護眼鏡下の水晶体線量は過小評価
となる可能性が示唆された。防護眼鏡下水晶体線量を考慮する事で管理区域立入り制限の術者が減る事は医療現
場として望ましいが水晶体線量の過小評価の観点からは術者の白内障が危惧される。本研究成果より防護眼鏡下
で水晶体専用線量計装着による線量測定の必要性が示唆され学術的社会的意義のあるものと考えられる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。
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１．研究開始当初の背景 

近年、IVR（画像下治療）は、その低侵襲性から、根治から緩和治療まで幅広く、多くの患者

様に施行されてる。しかしながら、IVR で使用する Device の進化と共に手技の複雑化・検査

時間延長等により、患者および術者被曝増加が懸念される。申請者は、これまで、患者被曝

低減として、透視時間短縮や撮影回数の制限等の取り組みと血管造影装置において新規に低

被曝モードの条件設定を行い、従来よりも患者被曝の約 40％低減が得られ、学会等で発表し

た。次に、術者被曝量増加による放射線障害、特に白内障が懸念された。加えて、2011 年

の「水晶体等価線量限度 20mSv/年に引き下げる」ICRP 声明の国内規制へ取入れも見込まれ

ことが予測された。その場合の水晶体線量限度を超える術者増加が予測され、放射線従事者

減少による必要な IVR 手技の提供が困難となり、これは、臨床現場の混乱を生じ、国民への

不利益となる。一方、本邦の現行法令上の水晶体線量測定方法は、ICRP 推奨測定方法と異な

り、正確な水晶体被曝線量評価が行われているとは言いがたい。正確な水晶体線量測定なし

2011 年 ICRP 勧告を国内規制に取り入れた場合、不必要に放射線診療従事者の減少に至る可

能性が懸念された。その為、主に水晶体専用線量計で ICRP 推奨の測定方法に準じて IVR 術

者の真の水晶体線量を評価する本研究を計画するにいたった。本研究により、放射線医療従

事者の白内障等の放射線障害発症防止とより安全な IVR 手技を提供する環境整備に貢献可

能と考えられる。 

 

２．研究の目的 

2011年ICRP「水晶体等価線量限度20 mSv/年」を遵守した場合、線量限度を超える放射線従

事者の増加が予測され、放射線診療従事者減少による必要なIVR手技の提供が困難となり、

国民への不利益となる。ICRP推奨水晶体測定法と本邦規制による測定法に相違があり、本邦

の従来の測定法では、真の水晶体線量より高線量であるとの報告がある。 

①水晶体専用線量計でICRP推奨測定法による水晶体線量をGold standardとした場合の現行

法令推奨法で水晶体被曝線量との相違は？ 

②現行法令推奨の測定法での線量から、ICRP推奨測定法の線量に相当する値を算出する方

法がないか？あるいはICRP推奨測定法への規制変更が必要かを検討する。 

③各IVR手技ごと水晶体線量評価から2011年ICRP勧告線量限度内の手技回数/年？ 
 
３．研究の方法 

申請代表者施設において、既に十分な被曝防護措置が施行された血管造影室、X線透視室、

CT室において施行されるX線透視下治療IVRにおいて、術者等放射線診療従事者において下記

を測定・評価する。 

 

① 水晶体専用線量計(⇒DOSIRIS™, IRSN, France, Hp(3)）でICRP推奨の測定方法に準じ

既に十分な被曝防護措置された血管造影室にて肝細胞癌

に対する TACE 中画像 

血管造影装置は、被曝低減の撮影･透視条件等採用し、

Default 設定条件よりも約 40％被曝低減している。 

→：フラットパネルディテクターと術者間に放射線防護

シールドとベッド下放射線防護シールド配置 



てIVR術者の水晶体線量を評価する。本測定値が真の水晶体被曝線量と考えられる 

② 本邦法令に遵守した従来測定方法ガラスバッジ(△Hp(10 or 0.07))で同時測定された

水晶体線量と①の線量を比較し、現行法令上の水晶体被曝線量測定法の妥当性やICRP

推奨測定法への対応策、防護メガネの被曝低減効果を検討する 

③ 手技ごとの線量測定が可能なポケット線量計(▲Hp(10))を使用し、各IVR手技のポケ

ット線量計で術者水晶体被曝線量を評価し、患者被曝線量との相関,2011年ICRP勧告を

遵守した場合の水晶体等価線量限度内の可能なIVR手技回数の予測値を検討する。 

 

 
４．研究成果 

①水晶体専用線量計でICRP推奨測定法による水晶体線量をGold standardとした場合の現行

法令推奨法で水晶体被曝線量との相違は？ 

結果：水晶体専用線量計でICRP推奨測定法による水晶体線量は、現行法令推奨法で水晶体

被曝線量より正確な水晶体線量を反映していると考えられ、その値は低かった。現行法令

推奨では、水晶体線量は過大評価となると考えられた。 

②現行法令推奨の測定法での線量から、ICRP推奨測定法の線量に相当する値を算出する方

法がないか？あるいはICRP推奨測定法への規制変更が必要かを検討する。 

結果：現行法令推奨の測定法での線量から、ICRP推奨測定法の線量に相当する値は、計算

上ある程度の推定は可能と考えられたが、ガラスバッジの水晶体線量から、防護眼鏡の遮

蔽率を考慮した防護眼鏡下の水晶体線量は過小評価となる可能性が示唆された。加えて、

手技の種類や術者によりばらつきがあり、正確な線量測定にはICRP推奨測定法への規制変

更が必要と考えられた。 

③各IVR手技ごと水晶体線量評価から2011年ICRP勧告線量限度内の手技回数/年？ 

結果：今回対象術者、手技において、ら2011年ICRP勧告線量限度内の手技回数は、１００

－３００回/年とばらつきが認められた。 

本課題において従来法令の防護眼鏡外のガラスバッジでの水晶体線量測定では新たな水晶

体線量限度（20mSv/年）を超える術者はなかったが、ハイボリュームセンターでは限度越え、

管理区域への立ち入り制限される術者が存在する可能性が危惧された。上記ガラスバッジ

の水晶体線量から、防護眼鏡の遮蔽率を考慮した防護眼鏡下の水晶体線量は過小評価とな

る可能性が示唆された。防護眼鏡下水晶体線量を考慮することで、管理区域立ち入り制限の

術者が減ることは医療現場として望ましいが、水晶体線量の過小評価の観点からは術者の

白内障が危惧される。以上より、最終的には、ICRP 推奨防護眼鏡下で水晶体専用線量計装

着による線量測定が必要と考えられた。 

術者水晶体被曝測定画像 

 放射線防護メガネ着用(50％程度被曝低減) 

 防護メガネ下左眼球近傍に水晶体専用線量計

DOSIRIS（⇒）真の水晶体被曝線量 

 左頭部にガラスバッチ（△）とポケット線量計

（▲）着用(防護なしの線量) 

 以上にて、水晶体線量を評価し、各測定値より

測定方法妥当性等を評価する 
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